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村内の宅地開発行為は
坂田議員 
村の自然環境保全条例に、事業者は自己の責任にお
いて必要な措置を講ずるとともに村の環境保全に関す
る施策に協力しなければならないとある。
⑴開発行為の基準は。
⑵�開発区域内にゴミステーションの設置は。
⑶�開発区域内に消防水利施設等の設置は。
⑷簡易水道を利用する場合、給水量等の求めは。
⑸�盛土規制法により危険個所がないか調査把握は。

必要な措置を講じる責務を課している

村　　長 
⑴�本村で開発行為を行う際は、森林法、農地法、農業

振興地域整備法、砂防法、自然公園法などの法律が
関係している。特に指定がない宅地や雑種地、山林
の1haを超える大規模な開発行為は、都市計画法に
基づき県の許可が必要となる。
また、環境保全条例では事業者に対して、関係法令
を遵守し、地域との調和を図った開発を行い、事業
活動によって良好な環境を侵害しないよう、必要な
措置を講じる責務を課している。大規模な開発に関
しては、景観条例に基づき周辺住民の理解を得るよ
う求めている。

⑵�開発区域内にゴミステーションの設置は、「南阿蘇
村景観計画区域における行為の届出書」に留意事項
として記載してある。また分譲地及び賃貸物件等の
事業者（管理者）には、ゴミステーション設置のお
願いをしている。

⑶�開発区域内に消防水利施設等の設置は、1ha以上の
大規模開発行為に対する協議があった際には、県知
事の許可が必要になり開発行為の中で消防水利施設
等の設置を求められる。小規模開発では、地区から
の要望により検討していく。

⑷�簡易水道を利用する場合、計画時に給水量は、事前
に予定最大給水量等の情報提示を求めている。

⑸�盛土規制法により危険個所がないか調査把握は、県
内全ての地域で、一定規模の盛り土や切り土をする
場合に、事前の届け出と許可が必要となる。

坂田議員 
これから先、地方と都会の土地の価格差はあっても
家の建築費用はさほど変わらない。南阿蘇で安く土地
を取得し、家を建てるという考えの人が増える可能性
が多くなる。開発業者が予めゴミステーションや防火
水槽等の環境整備を行ない分譲販売すれば、村が用地
交渉や整備に費やす費用の軽減にも繋がり、その費用
は他の住民サービスの事業に利用できる。今後、検討
を切にお願いする。

村長、今後の進退は
坂田議員 
村長は「誰もが住みたい、住み続けたい南阿蘇村の
実現を目標とする」といわれるが、まだたくさんの課
題がある。今後の対策と、次回の村長選挙の立候補に
ついて伺う。

村長選挙に立候補する

村　　長 
これまでの二期は、震災対応とコロナ対策、厳しい

財政状況などが重なり、思うような施策に取り組むこ
とができなかった。三セク統合や温泉民営化などで節
約することができたので残された施策を実現したいと
思う。村を活性化するには、「節約」と「投資」をバ
ランスよく進め、投資効果を十二分に考慮して様々な
施策を進めていく。

私の政治理念は、「村政の基本は住民との対話であ
る」であり、引き続き村民との対話を大切に、明るく
住み良い村づくりに努めていく。これからも誠心誠意、
村の振興発展のために尽力する。

2月に南阿蘇村は、合併して20年を迎える。記念式
典を行うが熊本地震からの復興を祝い、更なる飛躍を
誓う式典になればと考えている。そして次回の村長選
挙に立候補することを表明する。
坂田議員 
大事なことは村の環境であり、良い環境は産業をさ
さえ、活力を生む。その活力は、村民の暮らしを豊か
にする。吉良村長、南阿蘇村を「自立持続可能性自治
体」として、よき方向へ前進されることを願う。

10 南阿蘇議会だより

一般質問� ここが聞きたい　ずばり村政を問う！


